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記 

水防警報海岸とは 

 水防法第１６条第 1 項で定めた、高波による災害が発生するおそれがあるときに、水防

活動を行う必要がある旨を警報する海岸です。 

重要水防箇所パトロール 

日  時 ： 平成 2９年１１月 １日(水) １０：３0～1５：４0 

  ※現地パトロールの行程は、別紙１のとおりです。 

  ※現地での質問等の受付場所・時間は、小松市安宅海浜公園駐車場 

  （別紙２参照）において１０時２０分より行います。 

   上記の場所・時間で都合の悪い方は下記の連絡先にお問い合わせ下さい。 

石川海岸情報伝達訓練 

関係機関相互の情報伝達の確認を行い、実践的な演習を行います。 

日  時 ： 平成２９年１１月 ６日(月) １３：００～１７：００ 

訓練会場 ： 金沢河川国道事務所３階 河川情報管理室 

参 加 機 関  

手取川・梯川・石川海岸水防連絡会 

【石川県、小松市、白山市、能美市、加賀市、中日本高速道路㈱、 

金沢地方気象台、国土交通省金沢河川国道事務所】         

なお、重要水防箇所パトロール及び石川海岸情報伝達訓練の当日に波浪警報が発令され

た場合は、延期します。 

 

記者発表資料  

発表先 石川県政記者クラブ 扱い 配布を持って解禁 

お 問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 

海岸課長   甚田 隆光  

TEL：076-264-991５（海岸課直通） ＦＡＸ：076-233-9612 

冬季風浪に備え防災対応訓練を行います。  

「手取川・梯川・石川海岸水防連絡会」では、これから始まる冬季風浪の前に石川海

岸における水害の軽減を図るとともに、水防管理団体が行う水防活動を安全に迅速かつ

的確に行う事を目的として、情報伝達訓練（机上）と重要水防箇所の合同パトロールを

実施し、冬季風浪に備え的確な防災対応が実施できるように訓練を行います。なお、石

川海岸は平成２３年３月に水防警報海岸に指定されています。 



別紙１

手取川・梯川・石川海岸水防連絡会

石川海岸冬季風浪対応訓練

（重要水防箇所パトロール行程）

日 時： 平成２９年１１月１日（水）１０：３０～１５：４０

○重要水防箇所パトロール

・小松市安宅町【重要水防箇所：⑨】 10:30～10:45

↓

・小松市安宅新町～日末町【⑩】 11:00～11:15

↓

・加賀市篠原町【⑪⑫】 11:30～12:00

↓

・白山市美川永代町【⑧】 13:00～13:15

↓

・白山市石立町～鹿島町【⑦】 13:25～13:40

↓

・白山市小川町～松本町【③④⑤⑥】 13:55～14:45

↓

・白山市相川新町【②】 15:00～15:15

↓

・白山市竹松町～倉部町【①】 15:25～15:40

注） 当日の海象条件により、重要水防箇所パトロールを中止することがあり

ます。中止の場合は、前日１７：００までに一斉に連絡します。



石川海岸管内

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫

現地パトロール（重要水防箇所） 別紙２

【現地取材場所】

小松市安宅町地先

（安宅海浜公園駐車場）

現地質問の受付時間 10:20

現地写真


